
議案第 30 号 

 

   多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定 
   める条例の制定について 

 

 

 多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

を別紙のとおり制定することについて、地方自治法（昭和 22 年法律第

67 号）第 96 条第１項第１号の規定により、議決を求める。 

 

 

平成 27 年３月３日提出 

 

 

                               多可町長  戸 田 善 規 

 



   多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例 

平成 年 月 日 

条例第    号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65 号。以下「法」

という。）に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額（以下

「利用者負担額」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用者負担額） 

第２条 法第27条第３項第２号、第28条第２項各号、第29条第３項第２号及び

第30条第２項各号に規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その

他の事情を勘案して市町村が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める

額を限度として、規則で定める。 

２ 法附則第６条第４項に規定する額は、規則で定める。 

（利用者負担額の減免） 

第３条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利

用者負担額を減額し、又は免除することができる。 

（委任） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成 27年４月１日から施行する。 
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